
6－広報つくばみらい12月号（No.80）－

証明書名 対象となる税控除 対象者 申請期限 確認する内容 持参品・手数料

（１）
障害者控除
対象者認定書

障害者控除

特別障害者控除

精神の状況

12月28日㈮

障がいの程度に

ついて、介護認

定記録などを確

認します。
・印鑑

（認印可）

・無料

身体の状況

（２）
おむつ代に係る
医療費控除確認書

医療費控除

おむつ代に係る医療費控除を受け

るのが２年目以降で、介護認定を

受けている方

申告期間中に使用す

る方は、前もって申

請してください。

※（３）については、

12月末までは発行日

時点で納付が確認で

きるものの証明にな

ります。

介護認定に係る

主治医意見書の

記載内容を確認

します。

（３）
介護保険料納付済
証明書

社会保険料控除
65歳以上の方で介護保険料を普通

徴収（納付書）で納めている方

対象の１月から

12月までの介護

保険料の納付記

録を確認します。

・身分証明書

　（保険証など）

・無料

　

市
で
は
、
事
故
・
疾
病
な
ど
に
よ

り
両
親
を
失
っ
た
、
ま
た
は
父
子
・

母
子
世
帯
と
な
っ
た
家
庭
の
児
童
を

監
護
・
養
育
す
る
方
に
対
し
、
児
童

１
人
に
つ
き
月
額
1
５
０
０
円
の
父

子
お
よ
び
母
子
家
庭
等
福
祉
金
を
支

給
し
ま
す
。
こ
の
手
当
は
申
請
し
な

け
れ
ば
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

【
対
象
と
な
る
児
童
】

　

次
の
１
〜
５
に
当
て
は
ま
る
義
務

教
育
終
了
前
の
児
童

１
両
親
ま
た
は
そ
の
一
方
が
死
亡
し

　

た
児
童

２
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
児
童

３
両
親
ま
た
は
そ
の
一
方
が
重
度
障

　

が
い
の
状
態
に
あ
る
児
童

４
両
親
ま
た
は
そ
の
一
方
の
生
死
が

　

明
ら
か
で
な
い
児
童

５
そ
の
ほ
か
前
各
号
に
準
ず
る
状
態

　

に
あ
り
、
現
に
両
親
ま
た
は
そ
の
一

　

方
か
ら
監
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

　

な
い
児
童
で
、
市
長
が
認
め
る
者

【
受
給
手
続
き
】

　
「
つ
く
ば
み
ら
い
市
父
子
お
よ
び

母
子
家
庭
等
福
祉
金
申
請
書
」
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

受
給
者
名
義
の
金
融
機
関
口
座
が

必
要
と
な
り
ま
す
。（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

口
座
は
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
せ
ん
）

父
子
・
母
子
家
庭
等
福
祉
金

父
子
・
母
子
家
庭
等
福
祉
金

①常時介護を要する　
重度の障がいの状態
②外出時のみ介護を要
する障がいの状態
①６カ月以上臥床し、
日常生活に支障のある
寝たきり状態
②寝たきりの毎日で、
寝込みがちの状態
③歩行、起居動作が不
自由で、外出困難な状態
④外出可能であるが、
介護を要する状態

介
護
福
祉
課
か
ら

税
金
の
申
告
に
つ
い
て
お
知
ら
せ

　

介
護
福
祉
課
で
は
、
平
成
24
年
分

の
確
定
申
告
お
よ
び
住
民
税
の
申

告
に
使
用
で
き
る
３
種
類
の
証
明
書

（
下
図
表
）
が
発
行
で
き
ま
す
。
申

告
を
す
る
方
の
所
得
の
状
況
、
要
介

護
認
定
の
状
況
な
ど
に
よ
り
、
す
べ

て
の
方
が
対
象
と
な
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

▼
手
続
き
の
流
れ

【
申
請
】

　

介
護
福
祉
課
窓
口
で
、
申
請
に
必

要
な
事
項
を
所
定
の
用
紙
に
記
入
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。

【
結
果
】

　

申
請
い
た
だ
い
た
内
容
を
も
と

に
、
そ
れ
ぞ
れ
必
要
な
事
項
を
確
認

し
、
結
果
を
後
日
郵
送
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
。
な
お
、
介
護
保
険
料
納
付

済
証
明
書
に
つ
き
ま
し
て
は
窓
口
に

て
即
時
交
付
し
ま
す
。

　

  　

伊
奈
庁
舎
介
護
福
祉
課　

☎

58
‐
２
１
１
１
（
内
線
１
１
７
３
）

問
申

災
害
時
要
援
護
者
支
援
制
度
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

お
知
ら
せ

　

市
で
は
、
地
震
や
風
水
害
が
発
生

し
た
際
に
、
家
族
な
ど
の
援
助
が
困

難
で
何
ら
か
の
助
け
を
必
要
と
す
る

方
（
災
害
時
要
援
護
者
）
の
台
帳
（
災

害
時
要
援
護
者
登
録
台
帳
）
を
整
理

し
て
い
ま
す
。
登
録
を
さ
れ
る
こ
と

に
よ
り
、
災
害
時
の
避
難
誘
導
や
安

否
確
認
に
役
立
た
せ
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

■
登
録
で
き
る
方
…
肢
体
不
自
由

（
１
級
・
２
級
）・
視
覚
障
害
（
１
級
・

２
級
）・
聴
覚
障
害
（
2
級
）・
知
的

障
害
程
度
（
Ａ
・
Ａ
）・
精
神
障
害

程
度
（
1
級
）・
寝
た
き
り
高
齢
者
・

65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者

ま
た
は
高
齢
者
の
み
の
世
帯
・
認
知

症
高
齢
者
・
前
各
号
に
掲
げ
る
方
に

準
ず
る
状
態
に
あ
る
難
病
患
者
、
そ

の
ほ
か
の
方

　

登
録
を
希
望
さ
れ
る
方
は
申
込
用

紙
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、
電
話
に

て
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

　

  

伊
奈
庁
舎
社
会
福
祉
課　

☎
58

‐
２
１
１
１
（
内
線
１
１
５
３
）

問

○

＜証明書一覧表＞

　

  　

伊
奈
庁
舎
こ
ど
も
福
祉
課　

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
１
１
６
４
）

問
申


